
 

 

 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
付
書
面
に
よ
る
理
事
会
議
事
録
概
要 

 

〔
提
案
事
項
〕 

１ 

伝
位
授
与
規
程
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

２ 

刀
剣
等
指
導
員
規
程
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

３ 

刀
剣
等
指
導
補
助
員
規
程
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

提
案
者 

会
長 

小
野 
裕 

理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
た
日 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日(

金) 

議
事
録
作
成
理
事 

専
務
理
事 
柴
原 

勤 

平
成
二
十
六
年
七
月
十
七
日
、
会
長
小
野
裕
が
理
事
及
び
監
事
の
全
員
に
対
し
て
、

理
事
会
の
決
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
に
つ
い
て
、
提
案
書
を
発
送
し
、
当
該
提
案
に
つ

き
理
事
の
全
員
か
ら
文
書
に
よ
り
同
意
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
、
ま
た
、
監
事
か
ら
文

書
に
よ
り
異
議
が
な
い
旨
の
意
思
表
示
を
得
た
の
で
、
定
款
第
四
十
四
条
に
基
づ
き
、

当
該
各
提
案
を
承
認
可
決
す
る
旨
の
理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
し

た
。 

 

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
付
書
面
に
よ
る
理
事
会
議
事
録
概
要 

 

〔
提
案
事
項
〕 

１ 

臨
時
評
議
員
会
の
招
集
の
決
定 

提
案
者 

会
長 

小
野 

裕 

理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
た
日 

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日(

木) 

議
事
録
作
成
理
事 

専
務
理
事 

柴
原 

勤 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
四
日
、
会
長
小
野
裕
が
理
事
及
び
監
事
の
全
員
に
対
し
て
、

理
事
会
の
決
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
に
つ
い
て
、
提
案
書
を
発
送
し
、
当
該
提
案
に
つ

き
理
事
の
全
員
か
ら
文
書
に
よ
り
同
意
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
、
ま
た
、
監
事
か
ら
文

書
に
よ
り
異
議
が
な
い
旨
の
意
思
表
示
を
得
た
の
で
、
定
款
第
四
十
四
条
に
基
づ
き
、

当
該
各
提
案
を
承
認
可
決
す
る
旨
の
理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
し

た
。 


